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事
業
年
度
分

市町村民税

・ ・

・ ・

国 税

・ ・

・ ・

国 税

道府県民税

道府県民税

道府県民税

市町村民税

・ ・

・ ・

国 税

6

市町村民税

当該法
人の事
業年度

(1)のうち
ないものと
される金額

当該法人の
調整後の控
除余裕額■

■
.(1)－(4).

当該法人の
控除限度超
過額◆◆◆

(前期の別表
六(三)｢⑥｣)

・ ・

・ ・

国 税

・ ・

・ ・

国 税

当該法人の
調整後の控
除限度超過
額 ■ ■ ■
(6)-(9)

1 2 3 4 5 10
円 円 円 円

・ ・

・ ・

国 税

法人名
00･ 00･00

a

00･ 00･00

事　業
年　度

適格分割等に係る分割法人等の調整後の繰越控除
余裕額又は繰越控除限度超過額の計算に関する明
細書

区　　分

控 除 余 裕 額

7 8 9

控 除 限 度 超 過 額

当該法人の
控除余裕額

(前期の別表
六(三)｢③｣)

当該法人の
調整国外所
得金額●●

(2)のうち
分割承継法
人等に移転
する事業に
係る部分の
金額■■■

当該法人の
控除対象外
国法人税額

(7)のうち
分割承継法
人等に移転
する事業に
係る部分の
金額■■■

(6)のうち
ないものと
される金額

。適格分割等の別：適格分割・適格現物出資
。適格分割等の日：　　・　　・
。分割承継法人等の名称：

円

道府県民税

道府県民税

市町村民税

道府県民税

円

市町村民税

市町村民税

円 円 円 円

(1)×
(3)

(2)
(6)×

(8)

(7)


